
茨城県男女共同参画基本計画(第5次)(素案)に関する意見募集結果について

No 意見対応箇所 項 意見要旨 意見に対する県の考え方

1
Ⅰ　計画の概要
３　計画の位置づけ

2
・　「３　計画の位置付け」について、男女共同参画社会基本
法、県の条例、女性活躍推進法の順に説明が必要ではな
いでしょうか。

・　男女共同参画社会基本法、県の条例、女性活躍推進法の順に修
正しました。

2
Ⅰ　計画の概要
５　計画の期間

3
・　「５　計画の期間」について、国の男女共同参画基本計画
に準拠していますか。また、国の計画が改定する場合の県
の対応の方向性を説明して欲しいです。

・　計画期間は国の「第６次男女共同参画基本計画」に準拠し、令和8
年度から令和12年度までの5年間としております。
・　また、国の「男女共同参画基本計画」を勘案することとしているた
め、状況により見直しを図ります。

3
Ⅱ　男女共同参画を取り巻く現状
１　少子高齢化と人口減少社会

7

・　出身地域を離れることについて、進学においては、教員
が影響を与えるのではないかと思います。県立高校をはじ
め、進学競争を禁止にしないと転居に影響を及ぼすと考え
ます。
・　幼稚園、小中学校において、多くの社会体験や実技教科
を実施しないと、男性中心の職場になってしまうのではない
でしょうか。

・　御意見につきましては参考とさせていただきます。

4
Ⅱ　男女共同参画を取り巻く現状
３　働き方について

12

・　令和６年度県民意識調査「女性が職業を持つことについ
ての考え」の回答で、「子どもができたら職業をやめ、大きく
なったら再び職業をもつ方がよい」と約3割の人が回答して
いるが、子持ちが複数による経験なのかが気になります。
・　また、「学童保育の施設が不足していないか」、「収入と
の歩合で挫折したりしているのか」という質問で聞いてみて
はいかがでしょうか。

・　子どもがいる回答者で、「子どもができたら職業をやめ、大きくなっ
たら再び職業をもつ方がよい」と回答をした割合は28.7％です。ただ
し、子どもの数までは把握しておりません。
・　また、本計画には記載しておりませんが、回答理由についての質
問項目もございます。調査の結果については、以下よりご確認いただ
けます。
https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/josei/danjo/r6research.html
・　また、御意見の内容につきましては、調査を実施するうえで参考と
させていただきます。
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No 意見対応箇所 項 意見要旨 意見に対する県の考え方

5
基本目標Ⅰ
施策の方向性３
＜主な取組＞（１）

23

・　施策の方向性３「（１）女性が輝く社会の実現」については
表現が抽象的で、様々な内容を含む表現であると考えられ
るため、もっと具体的な記載のほうが良いのではないでしょ
うか。女性が輝く社会の実現には、施策の方向性２の主な
取り組みである女性の参画拡大や施策の方向性４の健康
支援の取り組みなども含まれるように思います。

・　ご指摘いただいたとおり、女性が輝く社会の実現のためには、
様々な取組が必要になりますので、女性の参画拡大等の取組を追
加いたします。

6
基本目標Ⅰ
施策の方向性３
＜主な取組＞（１）

23

・　女性の起業において、農泊や民泊が重要であると考えま
す。茨城県は民泊における規制緩和が各県と比較して遅れ
ています。薬生食監発0827第２号に従い家主滞在型の民泊
の規制緩和を進めたらいかがでしょうか。

・　御意見につきましては参考とさせていただきます。

7
基本目標Ⅰ
施策の方向性５
＜主な取組＞（１）

28

・　「○ 情報モラルやＩＣＴリテラシー（パソコン、携帯電話な
どＩＣＴメディアの活用・操作能力のみならず、メディアの特性
を理解する能力、メディアにおける送り手の意図を読み解く
能力、メディアを通じたコミュニケーション能力までを含む考
え方）を身に付けた人財を育成するため、インターネットの
安全な使い方や電子機器利用に関する家庭でのルールづ
くりについて学ぶ機会を提供します。」からは、受取姿勢しか
解釈できませんでした。発信かつ積極的活動能力の育成も
必要ではないでしょうか。

・　メディアを通じたコミュニケーション能力には、相手への発信も含
んでおりますので、原案どおりとさせていただきます。

8
基本目標Ⅰ
施策の方向性５
＜現状と課題＞

28
・　高等学校の専門学科が拡大すれば、大学での学びや、
将来のやりたいことにつながると考える。

・　御意見につきましては参考とさせていただきます。

9
基本目標Ⅰ
施策の方向性７
＜主な取組＞（１）

31
・　安心して子育てできる環境にするために、つくば市におけ
る県立高校新設を進めるべきではないでしょうか。地域の教
育格差が大きいと考えます。

・　御意見につきましては参考とさせていただきます。

10
基本目標Ⅰ
施策の方向性７
＜主な取組＞（１）

31
・　特別支援学校の生徒・児童数が増えています。校舎の新
設や、学校を増やすなどの対応をすべきではないでしょう
か。

・　御意見の内容につきましては、実際の施策を実施するうえで参考
とさせていただきます。
・　なお、特別支援学校の児童生徒の増加に対応するため、校舎の
増設等により不足教室の解消を図るとともに、通学時間の短縮によ
る心身の負担軽減を図るため、（仮称）神栖特別支援学校を新設（２
０２７年）する予定です。
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No 意見対応箇所 項 意見要旨 意見に対する県の考え方

11
基本目標Ⅰ
施策の方向性７
＜主な取組＞(３)

32

・　「○　高齢者や障害者等の円滑な移動を確保するため、
市町村や交通事業者等と連携し、主要な鉄道駅や車両等
の交通拠点のバリアフリー化などの取組を促進します。」に
ついて、優先席等のルールが守られていない状況のため、
小中学校で教育をするべきと考えます。
・　また、優先枠の理解について、長寿福祉課と連携するべ
きです。

・　御意見につきましては参考とさせていただきます。
・　また、優先枠（いばらき身障者等用駐車場利用証制度）の理解促
進につきまして、県公式SNSや県広報誌、ラジオといった媒体を通し
て周知を行っております。

12
基本目標Ⅱ
施策の方向性１
＜主な取組＞(２)

33
・　NPO法人などの力を借りて社会づくりを進めるべきでは
ないでしょうか。

・　基本目標Ⅱ施策の方向性１＜主な取組＞(２)において、ＮＰＯ等と
連携、協力し自助、共助及び公助による持続可能な地域コミュニティ
の形成を促進することとしております。
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